
市
役
所
の

電
話
番
号

西条市庁舎　℡0897－56－5151　　東予総合支所　℡0898－64－2700
丹原総合支所　℡0898－68－7300　　小松総合支所　℡0898－72－2111

○市庁舎別館建築住宅課　建築第１係　内線2753
○東予総合支所建設課　　建築住宅係　内線223
○丹原総合支所建設課　　都市計画係　内線220
○小松総合支所建設課　　都市計画係　内線337

　地震に対する住宅の安全性を図るため、市では木造
住宅の耐震診断にかかる費用の一部を補助します。

①何があったのか
　火災・救急・その他の災害か。

②発生場所（○○町○○番地）
③付近にある目標となる建物
　官公庁施設、学校、商店などの名前。

④通報者（あなた）の氏名・電話番号

　携帯電話からも局番なしの「119」で、通報がで
きます。もしも、他市の消防本部に接続された場合
は、西条市に転送されますのでご安心ください。
■携帯電話で通報する際の注意点
○電波の状態によって通報が切れたり、声が小さく
　なったりする場合があります。電話が切断された
　場合は、近くの公衆電話や家庭の電話で通報をし
　てください。
○自動車などを運転しながら携帯電話を使用する行
　為は、道路交通法違反になります。必ず安全な場
　所に停車してから通報してください。
○通報後、消防署から状況などの問い合わせをする
　場合があります。しばらくは、電源を切ったり、
　通話をしたりしないようにしてください。

広報さいじょう　2006　11月号 �


